
Ⅰ. 調 査 の 説 明

１.調査の目的

我が国における製造業に属する事業所を調査して、製造業の実態を構造的に把握し、生産

活動に関する基本的資料を提供することを目的としています。

２.調査の根拠

統計法（平成 19 年法律第 53 号）に基づく基幹統計として、工業統計調査規則によって実

施されています。

３.調査の対象

日本標準産業分類に掲げる大分類 E－製造業に属する事業所(国および公共企業体に属す

る事業所を除く)です。

４.調査の対象期間および期日

平成20年(2008年)1月1日から同年12月31日までの1年間について、平成20年(2008年)12月31

日現在で実施しました。

５.調査の種類と方法

甲調査 …… 従業者 30 人以上の事業所

乙調査 …… 従業者 29 人以下の事業所

それぞれの調査票に申告者(事業所の管理責任者)が自ら記入する自計申告です。

調査事項は、巻末の調査票のとおりです。

６.製造業の定義

日本標準産業分類に掲げる大分類 E－製造業には、有機または無機の物質に物理的、化学

的変化を加えて新たな製品を製造加工し、これを主として卸売する事業所が分類されます。

｢新たな製品の製造加工｣とは、完成品だけを意味するのではなく、半製品も含みます。

ただし、単に選別するとか、包装の作業を行う事業所は製造業としません。

また、土地に定着する工作物については、組立作業であっても製造業としません。

｢新たな製品を主として卸売りする｣とは、卸売業者、小売業者または産業使用者(工場、建

設業者、官公庁、学校、病院など)に大量または多額に製品を販売すること、主として業務用

に使用される商品を販売すること、同じ企業に属する他の事業所に製品を引き渡すことおよ

び自ら製造したものを店舗によらず、消費者に販売することをいいます。

このほか、次のものも製造業とします。

(1)他の業者の所有に属する原材料に加工処理を加えて加工賃を受け取る賃加工業も製造

業とします。

ただし、直接個々の家庭消費者から委託される賃加工業は、製造業としません。

(2)｢産業｣とは｢事業所において業として行われる経済活動｣をいうのであって、家庭内で

行われている｢内職｣は、原則として調査対象としません。

しかし、製造活動による収入が世帯収入の主な部分を占めていれば製造業とします。

(3)修理を専業としている事業所が補修品を製造しても製造業としません。

ただし、船舶の修理、鉄道車両の修理または改造を行う事業所は、製造行為を行わなく



ても製造業とします。

また、機械修理工場については、金属工作機械または金属加工機械をすえ付け、多種多

様の機械および部分品の製造加工と修理を行っている場合は製造業とします。

７.集計項目の説明

(1)事業所数

操業準備中、操業開始後未出荷および休業中の事業所は含めません。

(2)従業者数

常用労働者、個人事業主および無給家族従業者の合計です。

常用労働者には、日々または１か月以内の期間を限って雇われていた者のうち、その月

とその前月にそれぞれ 18 日以上雇われた者が含まれます。

なお、平成 13 年調査より臨時雇用者として常用労働者に含まれない日々または１か月

以内の期間を限って雇われていた者について調査していますが、従業者数の合計には含

みません。

(3)現金給与総額

常用労働者のうち雇用者に対する基本給、諸手当、特別に支払われた給与（期末賞与

等)の額およびその他の給与額等の合計です。

その他の給与額等とは、常用労働者のうち雇用者に対する退職金または解雇予告手当、

出向・派遣受入者に係わる支払額、臨時雇用者に対する給与などです。

(4)原材料使用額等

原材料、燃料、電力の使用額、委託生産費(外注加工賃)、製造等に関連する外注費およ

び転売した商品の仕入額の合計です。

ｱ.原材料使用額

燃料以外のすべての製造加工用の原材料と工場維持用の材料、消耗品などの使用額

をいいます。

ただし、下請工場に製造加工を行わせるため支給した原材料は含みますが、他の企

業から無償で支給された原材料は含みません。

ｲ.燃料使用額

事業所の貨物運搬用の燃料を含みます。

ｳ.電力使用額

電灯用を含みます。

ｴ.委託生産費(外注加工賃)

原材料、中間製品を他の事業所に支給して製造加工を委託した場合の加工賃です。

ｵ.製造等に関連する外注費

生産設備の保守・点検・修理、機械・装置の操作、製品の検査・梱包、製品に組み込

まれるソフトウェアの開発等事業所収入に直接関連する外注費用です。

ｶ.転売した商品の仕入額

実際に売り上げた転売品(他の事業所から仕入れてまたは受け入れてそのまま販売し

たもの)に対応する仕入額です。

(5)有形固定資産額

事業所の所有するすべての有形固定資産(事業所構外のものも含む)の数値で、帳簿価

格によっています。工具、器具、備品等については、耐用年数１年以上で 10 万円以上の

ものです。



ｱ.取得額

購入、建設、自家製作、同じ企業に属する他の事業所からの受け入れ、建設仮勘定

からの振り替えなどによる取得額です。

ｲ.除却額

売却、撤去、滅失、同じ企業に属する他の事業所への引き渡しなどによるものです。

ｳ.減価償却額

減価償却費として有形固定資産勘定から控除した金額、減価償却累計額として計上

された金額です。

ｴ.建設仮勘定

建設途中にある建物等が完成して有形固定資産勘定に組み替えられるまでの間の会

計処理上の方法で、この勘定の借り方に加えられた金額が｢増｣で、この勘定から他の

勘定に振り替えられた金額が｢減｣です。

(6)リース契約額・支払額

｢契約額｣は新規に契約したリース料総額で、｢支払額｣はすべてのリース物件に対する

年間の支払リース料の合計金額(それぞれ消費税込み)です。

(7)製造品、半製品・仕掛品、原材料・燃料の在庫額

事業所が所有するものと、原材料を他に支給して製造させた委託生産品を含み、他から

支給された原材料による受託加工品を仕入れてそのまま販売するものは含みません。

(8)製造品出荷額等

製造品(副産物、くず、廃物などを含む)出荷額、加工賃収入額およびその他収入額の合

計であり、消費税および内国消費税を含みます。

ｱ.製造品出荷額

事業所の所有する原材料により製造したものと原材料を他に支給して製造させたも

のの工場出荷額です。

同じ企業に属する他の事業所へ引き渡したものは市価によっています。

ｲ.加工賃収入額

他の企業が所有する原材料または製品に加工、処理を行い、これに対して受け取った

加工賃です。

ｳ.その他収入額

事業所の収入で、ｱ.製造品出荷額およびｲ.加工賃収入額以外の収入で、転売収入、

修理料収入などです。

(9)工業用地

ｱ.敷地面積(年末現在)

事業所が使用している敷地の全面積で、借地を含みます。ただし、鉱区、住宅、寄

宿舎、グラウンド、倉庫、その他福利厚生施設などに使用している敷地が、工場敷地

と道路、柵などにより区分されている場合は除きます。

ｲ.建築面積

上記の｢敷地面積｣内にあるすべての建築物の面積です。

ｳ.建築延面積

上記の｢敷地面積｣内にあるすべての建築物の各階の面積の合計です。

(10)工業用水

事業所内で工業生産のために使用される用水で、従業者の飲料水と雑用水を含みます。

｢１日当たりの用水量｣とは、１年間の総量を操業日数で割ったものです。



ｱ.原料用水

製品原料あるいはその一部として添加使用される水をいいます。

ｲ.製品処理用水

原料、半製品、製品の浸漬溶解などの物理的な処理を加えるために使用される水を

いい、染色用水などです。

ｳ.その他の淡水(水源)

河川、湖沼、貯水池から取水する水と、河川敷、旧河川敷内で、集水埋きょによっ

て取水する水、農業用水路から取水する水や他の事業所から供給を受ける水の合計です。

(11)産業中分類名は、下記のとおり省略して用いています。

番号 省 略 表 示 産 業 中 分 類 名

基

礎

素

材

型

産

業

１２

１４

１６

１７

１８

１ ９

２１

２２

２３

２４

木 材 ・ 木 製 品

パ ル プ ・ 紙

化 学 工 業

石 油 ・ 石 炭

プ ラ ス チ ッ ク

ゴ ム 製 品

窯 業 ・ 土 石

鉄 鋼 業

非 鉄 金 属

金 属 製 品

木 材 ・ 木 製 品 製 造 業

パ ル プ ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 製 造 業

化 学 工 業

石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品 製 造 業

プ ラ ス チ ッ ク 製 品 製 造 業

ゴ ム 製 品 製 造 業

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業

鉄 鋼 業

非 鉄 金 属 製 造 業

金 属 製 品 製 造 業

加組

工立

型

産

業

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

は ん 用 機 械

生 産 用 機 械

業 務 用 機 械

電 子 ・ デ バ イ ス

電 気 機 械

情 報 通 信 機 械

輸 送 機 械

は ん 用 機 械 器 具 製 造 業

生 産 用 機 械 器 具 製 造 業

業 務 用 機 械 器 具 製 造 業

電 子 部 品 ・ デ バ イ ス 製 造 業

電 気 機 械 器 具 製 造 業

情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業

生そ

活の

関他

連

型

産

業

０９

１０

１１

１３

１５

２０

３２

食 料 品

飲 料 ・ 飼 料

繊 維 工 業

家 具 ・ 装 備 品

印 刷

皮 革

そ の 他

食 料 品 製 造 業

飲 料 ・ た ば こ ・ 飼 料 製 造 業

繊 維 工 業

家 具 ・ 装 備 品 製 造 業

印 刷 ・ 同 関 連 業

なめし革・同製品・毛皮製造業

そ の 他 の 製 造 業

※産業分類の英語表記については、経済産業省の確報を参照してください。



Ⅱ. 利 用 上 の 注 意

１．計算項目の算出方法

(1)生 産 額 ＝ （くず・廃物除く製造品出荷額+加工賃収入額）＋(製造品年末在庫額－

同年初在庫額)＋(半製品・仕掛品年末在庫額－同年初在庫額)

(2)付加価値額 ＝ 製造品出荷額等＋(製造品年末在庫額－同年初在庫額)＋(半製品・仕掛品

年末在庫額－同年初在庫額)－(消費税を除く内国消費税額＋推計消費税

額(以下｢内国＋推計消費税額｣という))－原材料使用額等－減価償却額

(3)粗付加価値額 ＝ 製造品出荷額等－(内国＋推計消費税額)－原材料使用額等

(4)有形固定資産投資額 ＝ 有形固定資産の取得額＋(建設仮勘定の増－建設仮勘定の減)

(5)付加価値率 ＝
付加価値額

生産額－（内国＋推計消費税額）
×100

(6)原 材 料 率 ＝
原材料使用額等

生産額－（内国＋推計消費税額）
×100

(7)現金給与率 ＝
現金給与総額

生産額－（内国＋推計消費税額）
×100

(8)年末在庫率 ＝
年末在庫額

生産額－（内国＋推計消費税額）
×100

(9)従業者１人当たりの製造品出荷額等 ＝
製造品出荷額等－(内国＋推計消費税額)

従業者数

(10)１ 事 業 所 当 た り の 製 造 品 出 荷 額 等 ＝
製造品出荷額等－(内国＋推計消費税額)

事業所数

(11)従 業 者 １ 人 当 た り の 付 加 価 値 額 ＝
付加価値額

従業者数

(12)１ 事 業 所 当 た り の 付 加 価 値 額 ＝
付加価値額

事業所数

(13)１ 事 業 所 当 た り の 現 金 給 与 総 額 ＝
現金給与総額

事業所数

(14)常用労働者１人当たりの現金給与総額 ＝
現金給与総額

常用労働者数

(15)特 化 係 数 ＝
滋賀県の産業中分類別構成比

全国の産業中分類別構成比

(16)寄 与 度 ＝ 対前年比増減率 × 前年構成比

(※)消費税を除く内国消費税額は、酒税、たばこ税、揮発油税および地方道路税の納付税額また

は納付すべき税額の合計です。

また、推計消費税額は、平成 13 年調査より消費税額の調査を廃止したため推計したもので、

推計消費税の算定に当たっては、直接輸出分、原材料分、設備投資分を控除しています。

２．符号・数値の表記方法

(1)Ⅲ.工業統計調査結果の概要およびⅣ.統計表における符号等の表記方法は、次のとお

りです。

ｱ.「－」は、単独で使用する場合、皆無または該当数値のないものを表します。

ｲ.「０」は、四捨五入による単位未満を表します。



ｳ.「－」は、数値の前に付して使用する場合、マイナスまたは減少を表します。

ｴ.「…」は、未調査で該当数値のないものを表します。

ｵ.「χ」は、数値を秘匿した箇所を表します。

(※)工業統計調査及び商業統計調査に係る調査票情報を集計及び公表のために利用し、又は提供する

場合の要領（平成 21 年 4 月 1 日制定）に基づき、2 以下の調査対象に係る数値は秘匿します。また 3 以

上の調査対象に係る数値であっても、前後の関係から個々の調査対象に関する事項が明らかになる場合

は、前記と同様に秘匿とします。ただし従業者数については、この限りではなく、秘匿を行いません。

(2)Ⅲ.工業統計調査の結果の概要およびⅣ.統計表における比率(パーセント)の表記は、

各数値を小数点以下第 2 位で四捨五入しており、比率の合計が 100.0%となるように調

整をしていません。

３．その他注意事項

(1) 日本標準産業分類の第 12 回改訂(平成 20 年 4 月 1 日適用)に伴い、平成 20 年調査から

新しい産業分類が適用されています。

ｱ.主な改訂点

①旧「繊維工業」および旧「衣服・その他の繊維製品製造業」は統合されて「繊維工

業」となりました。

②旧「一般機械器具製造業」および旧「精密機械器具製造業」を統合し、「はん用機

械器具製造業」、「生産用機械器具製造業」、「業務用機械器具製造業」に再編しま

した。

このため、前年との比較については、平成 19 年の数値を新分類に組み替えて計算

しています。しかし、組み替え後の前年数値は正式な統計データではないため、実数

の公表は行いません。利用にあたってはご留意願います。

中分類の改正内容については、次ページを参照してください。

(2)平成 19 年調査では、事業所の捕捉を行い、また原材料使用額等および製造品出荷額等の

調査項目が改正されましたが、調査によって得られた数値をそのまま用いているため、時

系列に不連続が生じていますので、ご留意願います。

(3)平成 20 年調査の回収率（調査票回収数÷調査対象事業所数）は下記のとおりでした。

滋賀県の回収率：全数 96.0％ (5,342/5,562)

従業者数４人以上の事業所分 97.7％ (3,321/3,398)

(4)この報告書の数値は、本県で独自に集計した数値であり、後日経済産業省から公表される

数値と若干相違することがあります。

(5)この報告書についてのお問い合わせは、下記までお寄せください。

〒５２０－８５７７ 大津市京町四丁目１番１号

滋賀県総務部統計課商工統計担当または統計資料室

電話 ０７７（５２８）３３９８（商工統計担当）

電話 ０７７（５２８）３１２３（統計資料室）



産業分類の主な改正内容

産 業
中分類
番 号

産業名称
産 業
中分類
番 号

産業名称

09 食料品製造業 09 食料品製造業

10 飲料・たばこ・飼料製造業 10 飲料・たばこ・飼料製造業

11 繊維工業 11 繊維工業

12 衣服・その他の繊維製品製造業 12 木材・木製品製造業

13 木材・木製品製造業 13 家具・装備品製造業

14 家具・装備品製造業 14 パルプ・紙・紙加工品製造業

15 パルプ・紙・紙加工品製造業 15 印刷・同関連業

16 印刷・同関連業 16 化学工業

17 化学工業 17 石油製品・石炭製品製造業

18 石油製品・石炭製品製造業 18 プラスチック製品製造業

19 プラスチック製品製造業 19 ゴム製品製造業

20 ゴム製品製造業 20 なめし革・同製品・毛皮製造業

21 なめし革・同製品・毛皮製造業 21 窯業・土石製品製造業

22 窯業・土石製品製造業 22 鉄鋼業

23 鉄鋼業 23 非鉄金属製造業

24 非鉄金属製造業 24 金属製品製造業

25 金属製品製造業 25 はん用機械器具製造業

26 一般機械器具製造業 26 生産用機械器具製造業

27 電気機械器具製造業 27 業務用機械器具製造業

28 情報通信機械器具製造業 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業

29 電子部品・デバイス製造業 29 電気機械器具製造業

30 輸送用機械器具製造業 30 情報通信機械器具製造業

31 精密機械器具製造業 31 輸送用機械器具製造業

32 その他の製造業 32 その他の製造業

☆小分類体系の改訂☆（主な新設項目）

「２６７ 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業」

☆細分類体系の改訂☆（主な新設項目）

旧分類（平成１９年まで） 新分類（平成２０年以降）

「０９９７ すし・弁当・調理パン製造業」、「２４４３ 金属製サッシ・ドア製造業」、「２４４４ 鉄骨系
プレハブ住宅製造業」

統合

一部移設

分割

一部移設

分割

一部移設


